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風景・景観資源の分布状況 「北東北風景・景観資源マップ」 総合分布状況図 
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Ⅲ 北東北ならではの風景・景観の活用と守り、育てる方針 

 

１．地域社会の現状と資源の活用と守り、育てるための課題 

北東北における風景・景観資源は、固有の歴史と多自然環境という共通性をもって地域

に広く分布するという特徴があり、その活用よる地域の自立・経済の活性化に、北東北の

各地がそれぞれに可能性を有していると考えることができる。 

一方、地域の現状を見ると、広域分散居住、言い換えるなら多自然居住を特徴とする地

域構造は、医療サービスや公共交通サービスなどの生活サービスシステムの維持に問題を

抱えている。 

北東北が風景・景観資源を活用して自立性を強めていくための課題を整理すると以下の

２点に集約される。 

① 経済基盤を強化し、人口減少・過疎の進展を食い止め、持続可能な地域社会を担う人

材を育てる必要がある 

② 特に中山間地域において、公共交通サービスをはじめとする生活サービスの確保を図

るとともに、生活にかかる負担（時間的・経済的負担）を軽減する必要がある 

 

２． 風景・景観資源の活用と守り、育てる基本方針 

(１) 風景・景観資源の活用の基本方針 

北東北が地域の自立性の強化と経済活力の活性化を図っていくためには、独自の歴史・

文化に裏づけられた風景・景観資源に着目し、新たな評価軸によって付加価値を発現し、

内外にアピールし、各々の地域で切磋琢磨しながら磨きをかけて観光・交流分野等で吸引

力を強化し、加えて、食をはじめとするサービス産業や地場産業と連携することによって

地域の経済活力を増進することが求められ、風景・景観資源の活用の基本方針は以下のよ

うに考えることができる。 

① 広域的に連携し、要素が多様に複合する拠点的な交流圏を形成することによって付加

価値を高める 

② 都市と中山間地域との結びつきを強化し、中山間地域及びまちなかに交流需要を吸引

する 

③ 観光産業をはじめとして、1次産業などとの協働により地域経済を活性化する 

④ ふるさとを思う心を豊かにし、定住社会づくりを促す 

 

(２) 風景・景観資源を守り育てる基本方針 

風景・景観を守り育てるためには、居住者の認識の形成と、担い手となる地域社会の生

活の安定による人材の確保が必要であり、以下の点が基本方針となる。 

①地域住民が、身近に存在する風景・景観の良さを再認識する活動を数多く作り出す 

②行政による支援を得、また、経済的な基盤を強化して、保全・管理に当たる住民運動を

育てる 
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３．想定する活動創出分野 

北東北の風景・景観資源を守り、育てるためには、風景・景観の持つ意味について、広

く認識を共有することから取組みをスタートすることが望まれる。 

そのためには、様々なテーマに沿って、北東北全体に分布する風景・景観資源に着目し、

それを地域の豊かさとして、また誇りとして再認識する文化的な活動を各地に数多く創発

し、活動内容を内外に発信することが重要である。 

地域経済の振興に結びつけるためには、探究心に呼び起こされた日常的な時間消費活動

や交流需要の活性化をはじめとして、観光分野における需要吸引を図る必要がある。 

以上の認識に立つと、北東北における風景・景観資源を守り育てるための活動には次の

方向が考えられる。 

 

＜交流需要の増進・経済振興のための活動＞ 

■教育・生涯学習分野 

◎教育分野における「ふるさと再発見活動」 

◎縄文や自然環境をテーマとする地域を学ぶ活動 

■地域間交流・市民活動分野 

◎中山間地域への交流需要創出のための活動 

◎さまざまなサークルや研究グループによる文化的活動 

◎さまざまなテーマで開催される交流イベント・キャンペーン 

◎歴史的建築物を活用した文化芸術活動 

◎四季の花飾り等の活動 

■広域観光分野 

◎縄文遺跡と岡本太郎や棟方志功の見た北東北や作品、海の幸・森の幸などを組み合わ

せて、例えば「縄文ロマンチック紀行」等として商品化する 

◎四季を彩る風景を再評価し、温泉や民俗芸能、冬の祭り、食などを組み合わせて商品

化する 

■都市観光・まちなか観光分野（主に地域住民による時間消費活動） 

◎まちなかの歴史的建造物や街並み等を活用して、地域住民の交流や文化活動、あるい

は時間消費活動の拠点となる、センター・オブ・センターと呼べるようなコアを創り

出し、周辺に分布する風景・景観資源や歴史資源、食などと組み合わせて１日活動圏

となる程度の広がりの新たなレクリエーション需要を創出する 

■地域産業分野 

◎農林水産業と観光との連携 

◎中山間地域の集落の農家の参画協力を得て、例えば「ｍｙお米」など、観光農業化する 

◎歴史的資源を活用した文化事業 

◎伝統工芸と縄文の漆などを複合化して生活文化を新たな産業に昇華させる 
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＜守り育てるための活動＞ 

■フィールドワーク・自然保護活動分野 

◎清掃などの市民活動 

◎教育・研究機関との連携による各種保全・保護活動 

◎流域・里山環境づくり 

■グリーンツーリズム・エコツアー分野 

◎中高年を主なターゲットとしたトレッキングに、またぎの食と森や本物の四季の味覚

などを組み合わせて付加価値を付与する 

 

 

４．活用モデルの例示 

北東北における風景・景観資源の有効活用のための活用モデルは、連携交流の創出や経

済振興の可能性と課題をふまえるとともに、資源の分布状況や交通網等の社会基盤の状況

を総合的に勘案し、以下のように例示する。 

 

■例示１  北東北 縄文文化発信連携づくり 

◎縄文人の知恵を発見し、ふるさとの誇りとして内外に発信する活動 

◎民俗芸能や冬の祭り、食文化や伝統工芸などと結びつけて楽しみを倍増する 

＜主体形成の方向＞ 

◎三内丸山遺跡（青森県）、大湯環状列石（秋田県）、御所野遺跡（岩手県）が、連携し

て毎年継続して共同事業を行っており、この連携の輪の近隣遺跡への拡大を促進する。 

◎そのためには、行政の支援を得て、専門研究グループとの定期的な研究会等を各遺跡

が連携して開催し、文化ボランティアを育成する。 

◎将来的には情報ネットワークを南東北や北海道まで広げた組織化を目指す。 

 

■例示２ 美しい歳時記の郷づくり 

◎「雪形（ゆきがた）」等に代表される生活の知恵の発掘と伝承 

◎農家の参画と組織化による体験学習需要の受け入れ 

◎周辺の温泉や食、民俗芸能などとの複合化によるグリーンツーリズムなどの観光需要

や都市との交流需要の吸引 

＜主体形成の方向＞ 

◎将来的には、連携する市町村と観光産業等により、新たな組織を設立して事業化する

ことが考えられる。 

◎当面は、県及び地元市町村の支援による機関のような、やや緩やかな連携からスター

トし、試行的な取り組みを重ねつつ事業化に結びつけることが適する。 

◎地元在住者による自然案内協会のような組織の設立によるガイドの確保をあわせて行

う。 
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■例示３ ふるさと再発見・文化創造拠点づくり 

◎ふるさと再発見活動の展開 

◎市町村及び地元経済界の支援と有志への呼びかけ、観光コーディネーターの参画によ

る拠点回遊周遊圏及びまちなか観光活性化プロジェクトを企画する 

＜主体形成の方向＞ 

◎関係市町村の商工団体、賛同企業や個人からの出資に加え、県、関係市町村の企画部

門や教育委員会、関連団体からの助成により、例えば、法人格を有する組織の設立を

目指すことが望まれる。 

◎当面は、関係市町村や商工団体が中心となって地域居住者や有志に呼びかけ、ネット

ワークづくりを行うとともに、観光産業等と連携してキャンペーンを展開することか

ら活動を開始することが考えられる。 

   

Ⅳ 有効活用のための仕組みと体制づくりのあり方 

 

１．風景・景観資源の活用によって得るべき効果 

風景・景観資源の活用の可能性とポテンシャルをふまえ、その活用によって得るべき効果

を列記すると以下のとおりである 

◎国内外に対して強い訴求力をもって発信する「北東北像」の確立による新たな文化・交流・

経済圏としてのジャンプアップ 

◎「北東北再発見ファン」の掘り起こしによる観光躍進 

◎産業経済分野における新たな付加価値生産力の付与と事業者の創業促進 

◎中山間地域における雇用の創出と居住者の生活の安定 

◎地域住民によるふるさと再発見活動やイベント、文化・交流活動等を通じた、北東北躍進

に向けた新たな社会潮流の創出 

 

２．仕組みづくりと取組みの展開のあり方 

風景・景観資源の活用による地域振興のための取組みは、今後、広域的な連携・結束に

よるスケールメリットの発揮、個々の地域の協調的競争関係の活性化によるブラッシュア

ップ、地域居住者や産業の参画による構想策定と事業化に結びつけることが望まれる。 

そのためには、試行的な取組みから始まって、地域横断的かつ分野横断的な様々な取り

組み施策が、地域の各地で展開される必要がある。 

以上の点を念頭に置き、先に述べた風景・景観資源の活用によって得るべき効果を踏ま

えると、今後構築することが望まれる仕組み・枠組みは具体的には次のように考えること

ができる。 

 

① 

・北東北三県においては、既に、知事サミットに基づく観光振興の取組み連携などが展

重層的かつ多分野による広域連携体制の構築 
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開されている。 

・北東北三県が、それぞれの良さを持ち寄り、新たな地域像を発信するとともに、スケ

ールメリットをアピールして地域振興に結びつけていくためには、これまで以上に結

束を強化し、内外に対する発信力を強化する必要がある。 

・地域個々の取組みと、三県による社会資本の活用や整備の施策と連動させる、あるい

は行政計画への位置づけに結びつけることも必要である。 

・このため、今後は、既往の連携の仕組みを基本として、経済界や多様な分野の事業者

の参画するさらに実効性のある仕組みに機能強化していくことが求められる。 

・また、風景・景観資源の魅力を、より付加価値の高いものとし、交流需要を吸引する

に足るインセンティブのあるものとするためには、様々な要素を広域的に結びつけ、

複合的な楽しみ方のできるものとすることが求められる。 

・広域的に連携するためには、様々な資源を有する広域的な範囲のまちやむらが結束し、

一体的な文化圏として認識できるようにしなければならない。 

・また、交通サービスをはじめとする生活サービスシステムの整備等に関連する取組み

を連携して行う必要がある。事業に結びつけ、あるいは官民の役割を調整するために

は広域的かつ多様な主体の協議や調整のための仕組みが不可欠である。交通サービス

のあり方などについては、県境を越える広がりを対象とする検討や調整も必要となる。 

・このため、今後は、三県による広域的な連携と、それに加えて、拠点となる圏域を各

地に選定し、圏域ごとの広域連携の体制を立ち上げる必要がある。 

・なお、当面の連携事業として、本調査により収集したデータをホームページとしてブ

ラッシュアップし、地域住民をはじめとして各方面に情報提供するとともに、活動へ

の参画を募ることが望まれ、試行的取組みとして具体化されることを提案する。 

 

② 

・例えば一日活動圏程度の広がりに多様な資源が複合し、比較的密度も高い圏域におけ

る、試行的な取組みからはじめとする、将来の展開を見据えたアクションプランや、

例えば農家のホームステイの輪の拡大、語り部やガイド・指導者となって高齢者が参

加し、加えて産業経済分野の民間主体が参画する事業構想まで含む具体の活用プラン

は、地域の発意と主体の参画によって策定される必要がある。 

・このような取組みは、これまでにも小規模な単位で行われてきたが、広域的に連携・

結束することによってより大きなポテンシャルを発揮する。 

・このため、それら圏域においては、今後、行政の支援により、構想策定に当たること

が望まれる。 

・また、この仕組みと体制は、今後の取組みメニューの充実や事業拡充のため、継続的

なものとすることが望まれる。 

 

③ 

・資源の充実・発掘のため、また、地域住民に認識を形成していくためには、地域住民

による地道な活動を積み重ねていくことが重要である。 

・ふるさとを思う意識を醸成するためには、教育分野における息の長い取組みが求めら

れる。 

・このためには、地元の教育分野や行政の企画部門が中心となって参加を呼びかけ、活

動の輪を創っていくことが望まれる。 

・活動や参画を呼びかける範囲や対象については、テーマによって弾力的に考える必要

がある。 

・また、地域の良さを再認識し、活動を立ち上げるためには、地域外または海外からの

評価や声があり、それが大きな輪となる道筋があると効果的である。 

多様な主体が参画する、地域による「活用プラン」の策定 

地元による「ふるさと再発見活動」の支援 
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・活動の核を生み出すため、例えば、地域外から数人の有識者を１～２ヶ月に一度程度

の頻度で招き、地域の良さを語り合う「地域塾」または「市民会議」を巡回方式で開

催し、地域に気運の盛り上がりを作り出すことが考えられ、具体化に向けて検討され

ることを提案する。 

・教育分野における取組みについては、義務教育の現場で、体験学習や社会参加活動を

取り入れるとともに、県境を越えた共同開催や各種大会等によって普及に努める取組

みが求められる。 

 

 

３．体制づくりと役割分担のあり方 

 

広域・多分野連携による風景・景観資源の活用施策は、行政、民間団体及び地域住民の三

者が主体となってパートナーシップ体制を構築し、各々に役割を担う必要があり、下図のと

おりである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

＜地域住民の役割＞ 

 

●NPO 等との協働による人的ネットワ

ークづくり 

●語り部やガイド・指導者としてのアク

ティブシルバーの参画 

●農家の交流需要の受入れ 

●ふるさと再発見活動への積極的参画 

●義務教育分野における取組みに対する

協力と参加 

●私の知っている知恵や風景に関する情

報提供 

●自然保護活動等ボランティア活動やイ

ベントへの積極的参画 

＜産業経済界等民間団体の役割＞ 

 

●地元経済団体による多様な主体への

呼びかけによる新たな企画立案・事業

連携体の形成 

＊１次産業・地場産業・伝統工芸分野

＊観光産業分野 

＊教育産業分野 

＊交通事業分野 など 

●活用プラン策定への主体としての参

画と具体化に当たっての費用支援や

ファンドの創設、資本参加 

●有志との協働による各種イベントや

交流活動等の継続的展開 

＜行政の役割＞ 

 

●行政計画・指針としての位置づけと、地域住民・民間経済界・研究教

育機関などへの呼びかけとコーディネートによる地域振興に向けた

具体の動きの創出 

●地元経済界や大学・研究機関などとの連携による地域住民の参画によ

る新たなまちづくり構想の策定・事業化等の活動支援のための場の提

供や情報提供、資金支援などを行うプラットホームの構築 

●高速交通網などの社会資本の有効活用方策の展開 
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４．施策としての具体化に向けて 

人口減少や高齢化、グローバルな地域間競争などの新たな国土政策上の課題に対応するた

めには、平成 16 年５月の国土審議会調査改革部会報告に提唱されるように、都府県を越え

る規模の自立的なブロックからなる「自立圏連帯型国土」の形成が必要とされている。 

また、これからの地域づくりには、内閣府の「日本 21 世紀ビジョン」の最終案により、

2030 年までに目指す日本の姿として、「文化創造国家」、「時間的にゆとり」、「小さな官」が

柱として掲げられたように、文化の創造と発信が重要戦略となる。 

北東北においては、新たな視点で再認識することのできる固有の歴史的・文化的資質と、

自然環境面での優れた資質を柱とする個性的な風景・景観資源が豊かに集積し、また、一体

的な地域像としてイメージし、内外に発信することのできる「共通性」と、地域ごとに各々

に個性的かつ魅力的な「独自性」と、地域間相互が結びついて活力を創出し、またポテンシ

ャルを増進することのできる「補完性」が備わっていることが確認された。 

観光・交流需要の吸引により経済活力の増進に寄与する。観光・交流と食や伝統芸能・伝

統工芸などの分野の融合によって新たな産業の創出を促すことができる。教育分野や地域住

民の活動により、ふるさとを思い大切にする心の醸成を力強く推進することができる。 

そのためには、風景・景観資源の共有と活用によって、文化的・心理的近親感をより一層

強固なものとし、そのことによって、これまで障壁となっていた経済的距離感を縮小し、一

体性を強化する必要がある。 

ふるさとを思う心の育成、定住社会づくりのためには、地域による「ふるさと再発見活動」

などにより、風景・景観資源を再認識し、資質をより豊かで、かつ奥行きのあるものとする

ことによって、地域住民の「生きる力」の原点として活用する必要がある。 

一体的な地域像の確立については、共通性を活かして、多様な分野にわたる連携体制を構

築し、様々なメディアや業界団体等と連携し、また地域住民と一体となって地域像を力強く

発信していく。 

経済の振興と地域活力の創出については、独自性を活かして、行政をはじめとして、観光

分野などの地域内外の経済界、NPO 団体、教育研究機関、地域住民などの幅広い連携、外

部専門家の知恵の導入によって、資質の蓄積をより豊かにし、磨きをかけながら、各々の地

域の発意と工夫によって活性化していく。 

補完性の発現については、事業面での連携と社会資本の有効活用によって、地域全体に広

く活力を浸透・波及させていく。 

上記の理念に沿った風景・景観資源の活用による地域の自立・経済の活性化のためには、

今後は、地域が主体となって具体的なアクションプランと事業プランの策定、並びに組織・

体制づくりにステップアップしていくことが望まれる。 

今後は、北東北三県が認識を共有し、多方面の協力を得ながら連携し、地域による活動を

各地に創出し、具体の動きを通じて地域の資質を内外に発信し、地域活力の増進と地域住民

の「生きる力」に結びつけていくことが望まれる。 

 




